
質問

収支計画書を作成するうえで、平成３１年度の消費税の設定は８％でしょう
か？１０％でしょうか？また、平成３２年度以降は、１０％でよろしいでしょう
か？

国の方針に合わせて、平成３１年９月までは８％、平成３１年１０月からは１
０％の消費税で作成をお願いします。

回答
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